
 
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
職
業
訓
練

指
導
員
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

実
施
す
る
免
許
職
種 

 
 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
別
表
第
十
一
の
免
許
職
種
の
欄
に
掲
げ
る
全
職
種 

二 

試
験
の
免
除 

 
 

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
に
お
い
て
、
試
験
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
及

び
免
除
の
範
囲
は
、
規
則
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
及
び
免
除
の
範
囲

と
す
る
。 

三 

試
験
の
科
目 

 
 

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験 

四 

受
験
資
格 

 

１ 

前
記
二
に
よ
り
、
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
全
部
に
つ
い
て
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者 

 

２ 

前
記
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

㈠ 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者 

 
 

㈡ 

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
し
を
受
け
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

五 

試
験
の
日
時 

 
 

公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
（
火
）
ま
で
の
間
随
時
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」

と
い
う
。
）
並
び
に
令
和
七
年
十
二
月
二
十
九
日
（
月
）
か
ら
令
和
八
年
一
月
三
日
（
土
）
ま
で
の
間
を

除
く
。 

六 

受
験
申
請
手
続 

 

１ 

提
出
書
類 

 
 

㈠ 

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書 

 
 

㈡ 

写
真
一
枚
（
申
請
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
上
半
身
、
正
面
、
無
帽
の
も
の
で
、
縦
四
・
〇
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
） 

 
 

㈢ 

前
記
四
の
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

２ 

書
類
の
提
出
先 

 
 
 

広
島
県
商
工
労
働
局
職
業
能
力
開
発
課
（
〒
七
三
〇―

八
五
一
一 

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二

号
） 

 

３ 

書
類
の
提
出
期
間 

 
 
 

公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
（
火
）
ま
で
（
受
付
時
間
は
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後

五
時
ま
で
）
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
並
び
に
令
和
七
年
十
二
月
二
十
九
日
（
月
）
か

ら
令
和
八
年
一
月
三
日
（
土
）
ま
で
の
間
を
除
く
。 



 
４ 

受
験
手
数
料 

 
 
 

無
料 

七 

合
格
者
の
発
表
な
ど 

 
 

合
格
者
へ
の
通
知
を
も
っ
て
合
格
発
表
に
代
え
る
。 

八 

そ
の
他 

 

１ 

受
験
申
請
手
続
と
併
せ
て
、
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
広
島
県
商
工
労
働
局
職
業
能
力
開
発
課
（
電
話
（
〇
八
二
）
五

一
三―

三
四
三
一
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）
）
に
す
る
こ
と
。 


